
別表（第１項、第２項、第４項関係）

人事管理文書の区分 人事管理文書の例 保存期間 保存期間

満了時の

措置

人事院規則 第９条関係第３項の 他名簿認定申請書 ７年 廃棄

８ ― １ ２ 認定に関する文書 当該申請に対する認

（職員の任 （人事院規則８―１ 定の文書

免）の運用 ２（職員の任免）第

に つ い て ８条第１項に規定す

（平成２１ る名簿のうち同規則

年３月１８ 第１４条第１項第２

日人企―５ 号に掲げる採用試験

３２） に係る名簿に係るも

のに限る。）

第９条関係第３項の 他名簿認定申請書 ６年

認定に関する文書 当該申請に対する認

（人事院規則８―１ 定の文書

２第８条第１項に規

定する名簿のうち同

規則第１４条第１項

第３号に掲げる採用

試験に係る名簿に係

るものに限る。）

第９条関係第３項の 他名簿認定申請書 ５年

認定に関する文書 当該申請に対する認

（人事院規則８―１ 定の文書



２第８条第１項に規

定する名簿のうち同

規則第１４条第１項

第１号に掲げる採用

試験に係る名簿に係

るものに限る。）

第１８条関係第２項 選考により職員を採 ３年

又は第３項の協議に 用しようとする官職

関する文書 に係る疑義について

の協議の文書

当該協議に対する回

答の文書

第１８条関係第４項 選考採用承認申請書

ただし書の承認に関 当該申請に対する承

する文書 認の文書

第１８条関係第７ 障害者活躍推進計画

項、第１０項若しく に基づき選考により

は第１２項又は第３ 職員を採用した場合

１条関係第４項の報 の報告の文書

告の文書 特定官職への任命結

果報告書

協議を行うことなく

選考により職員を特

定官職に採用した場

合の報告の文書

協議を行うことなく



特定官職に昇任等さ

せた場合の報告の文

書

第２８条関係第５項 国際機関又は民間企

の協議に関する文書 業に派遣されていた

職員等の昇任等の特

例に係る別段の定め

についての協議の文

書

当該協議に対する回

答の文書

第４２条関係第３項 任期を定めた採用に 任期を定

の承諾の文書 係る職員の承諾の文 めた任用

書 が終了す

第４２条関係第５項 任期付採用承認申請 る日に係

⑷又は第４３条関係 書 る特定日

第２項⑸の承認に関 任期付任用更新承認 以後３年

する文書 申請書

これらの申請に対す

る承認の文書

第４３条関係第１項 任期の更新に係る職

又は第４６条の２関 員の同意の文書

係の同意の文書 任期の更新に係る非

常勤職員の同意の文

書

第９条関係第３項の 他名簿認定申請書 １年



認定に関する文書 当該申請に対する認

（人事院規則８―１ 定の文書

２第８条第１項に規

定する名簿のうち同

規則第１４条第１項

第１号から第３号ま

でに掲げる採用試験

に係る名簿に係るも

のを除く。）

「国家公務 第２項の報告の文書 国家公務員中途採用 ３年 廃棄

員中途採用 者選考試験（就職氷

者選考試験 河期世代）の合格者

（就職氷河 を選考により採用し

期世代）」 た場合の報告の文書

の合格者を

職員として

採用する場

合の人事院

規則８―１

２（職員の

任免）第１

８条第１項

第１０号の

規定による

人事院の承

認について



（令和４年

１１月２５

日人企―１

３６８）

給実甲第２ 第２３条関係第５項 休職前の給与の年額 ５年 廃棄

８号（一般 の項第１号の協議に についての協議の文

職の職員の 関する文書 書

給与に関す 当該協議に対する回

る法律の運 答の文書

用方針）

給実甲第１ 第４の第２項の調書 令和６年改正法附則 １０年 廃棄

３ ３ ３ 号 等 第４条及び第５条の

（令和６年 規定に基づく号俸の

改正法附則 切替え及び号俸の調

第４条及び 整の算出の過程等を

第５条の規 記した調書

定に基づく 第３の第３項第２号 令和６年改正法附則 ５年

号俸の切替 又は第５の承認に関 第４条及び第５条の

え及び号俸 する文書 規定に基づく号俸の

の調整につ 切替え及び号俸の調

いて） 整に係る俸給関係審

査協議書

当該俸給関係審査協

議書による申請に対

する承認の文書

第４の第１項の通知 令和６年改正法附則 通知する



書等の写し 第４条及び第５条の 日に係る

規定に基づく号俸の 特定日以

切替え及び号俸の調 後５年

整の通知の文書の写

し

給実甲第１ 第１項ただし書の協 新たに指定職俸給表 ５年 廃棄

０ ８ ０ 号 議に関する文書 を適用する職員に係

（指定職俸 る別段の取扱いにつ

給表を適用 いての協議の文書

する職員に 当該協議に対する回

ついて） 答の文書

給実甲第５ 第８の各号の調書等 初任給決定調書 １０年 廃棄

７６号（給 （第１号の調書につ 俸給表異動等に伴う

与簿等の取 いては、人事交流等 再計算調書

扱いについ による異動者に係る 昇給に係る決定調書

て） ものに限る。） 復職時調整調書

在職者調整調書

俸給の切替調書

扶養手当認定簿

住居手当認定簿

通勤手当認定簿

単身赴任手当認定簿

その他給与の適正な

決定及び支給のため

に作成した調書

第８の第１号の調書 初任給決定調書 離職する



（人事交流等による 日に係る

異動者に係るものを 特定日以

除く。） 後５年

第９の第１項の承認 給与簿の様式等の特 ３年

に関する文書 例の承認の文書

当該承認の申請の文

書

第２の第４項、第４ 転出元の給与事務担 １年

の第６項又は第９の 当者に報告され、及

第３項の報告の文書 び転出先の給与事務

担当者に送付された

週休日の日数等の報

告の文書

職員別給与簿、基準

給与簿又は給与支給

明細書の様式の特例

について承認があっ

たものとして取り

扱った場合の報告の

文書

第４の第６項の職員 転出先の給与事務担

別給与簿の写し 当者に送付された職

員別給与簿の写し

第４の第６項の超過 転出先の給与事務担

勤務等命令簿の写し 当者に送付された超

過勤務等命令簿の写



し

第４の第７項の通知 給与の追給又は返納

の文書 があった場合におけ

る転出先の給与事務

担当者への通知の文

書

給実甲第６ その他の事項第３項 俸給の調整額の取扱 決定の効 廃棄

０９号（俸 の協議に関する文書 い等についての協議 力が失わ

給の調整額 の文書 れる日に

の運用につ 当該協議に対する回 係る特定

いて） 答の文書 日以後５

年

給実甲第６ 第１３条関係第１号 超過勤務等命令簿 ６年 廃棄

５号（人事 の超過勤務等命令簿

院規則９―

７（俸給等

の支給）の

運用につい

て）

給実甲第３ 第３７条関係第２０ 職員の昇給の実施状 １０年 廃棄

２６号（人 項の記録の文書 況の記録の文書

事院規則９ 第１５条関係第７項 俸給関係審査協議書 ５年

―８（初任 第２号、第１７条関 当該俸給関係審査協

給、昇格、 係ただし書、第２０ 議書による申請に対

昇給等の基 条関係第６項若しく する承認の文書

準）の運用 は第１０項ただし



について） 書、第２２条関係第

２項ただし書、第２

３条関係第３項、第

３９条関係第１項た

だし書若しくは第２

項ただし書、第４０

条関係第２号、学歴

免許等資格区分表関

係第５項又は在級期

間表関係第１項ただ

し書若しくは第２項

の承認に関する文書

第１１条関係第８項 俸給関係審査協議書

又は第３７条関係第 当該俸給関係審査協

１０項の協議に関す 議書に対する回答の

る文書 文書

第３７条関係第２０ 昇給区分をＤ又はＥ 通知する

項の通知の文書の写 に決定した場合の人 日に係る

し 事異動通知書の写し 特定日以

後５年

給実甲第２ 第３の第１項（第５ 俸給関係審査協議書 ５年 廃棄

５４号（初 の第１項において準 当該俸給関係審査協

任給基準又 用 す る 場 合 を 含 議書による申請に対

は俸給表の む。）若しくは第２ する承認の文書

適用を異に 項、第５の第２項又

して異動し は第７の第２号の承



た場合の職 認に関する文書

務の級及び

号俸の決定

等 に つ い

て）

給実甲第１ 第１の第１項ただし 博士課程修了者等の ５年 廃棄

３ ０ ６ 号 書若しくは第２項又 初任給基準の改正に

（博士課程 は第２の第２項ただ 伴う在職者等の号俸

修了者等の し書、第３項若しく の決定に係る俸給関

初任給基準 は第５項の承認に関 係審査協議書

の改正に伴 する文書 当該俸給関係審査協

う在職者等 議書による申請に対

の号俸の決 する承認の文書

定 に つ い

て）

給実甲第１ 第６項の調書等 経験年数を有する者 １０年 廃棄

０ １ ４ 号 の初任給の号俸の調

（経験年数 整基準の改正に伴う

を有する者 在職者の号俸の算出

の初任給の の過程等を記した調

号俸の調整 書

基準の改正 第４項又は第５項の 経験年数を有する者 ５年

に伴う在職 承認に関する文書 の初任給の号俸の調

者の号俸の 整基準の改正に伴う

決定につい 在職者の号俸の決定

て） に係る俸給関係審査



協議書

当該俸給関係審査協

議書による申請に対

する承認の文書

給実甲第１ 第三の承認に関する 復職時調整に関する ５年 廃棄

９２号（復 文書 特例の承認の文書

職時等にお 当該承認の申請の文

ける号俸の 書

調整の運用

について）

給実甲第３ 第２項第１号又は第 免許取得前の経歴の ５年 廃棄

２７号（免 ３号の承認に関する 取扱いの承認の文書

許所有者の 文書 当該承認の申請の文

経験年数の 書

取扱いにつ

いて）

給実甲第１ 規則第４条関係第３ 異動後の各庁の長に １年 廃棄

５１号（通 項の通勤手当認定簿 送付された通勤手当

勤手当の運 の写し 認定簿の写し

用 に つ い

て）

給実甲第１ 第１項の通勤手当経 通勤手当経過措置支 ６年 廃棄

３ ４ ２ 号 過措置支給調書 給調書

（人事院規

則９―２４

―２１（人



事院規則９

―２４（通

勤手当）の

一部を改正

する人事院

規則）の運

用 に つ い

て）

給実甲第１ 災害応急作業等手当 災害応急作業等手当 認定の効 廃棄

９７号（特 （規則第１９条）関 の支給額が加算され 力が失わ

殊勤務手当 係第３項⑴の認定に る区域の認定の文書 れる日に

の運用につ 関する文書 当該認定の申請の文 係る特定

いて） 書 日以後５

年

給実甲第１ その他の事項第１項 初任給調整手当支給 支給しな 廃棄

８０号（初 の初任給調整手当支 調書 くなる日

任給調整手 給調書 に係る特

当の運用に 定日以後

ついて） １０年

第２条関係第２項の 併任官職に係る初任 通知する

通知の文書の写し 給調整手当の支給の 日に係る

有無の通知の文書の 特定日以

写し 後５年

その他の事項第４項 初任給調整手当の取 決定の効

の協議に関する文書 扱い等についての協 力が失わ

議の文書 れる日に



当該協議に対する回 係る特定

答の文書 日以後５

年

給実甲第２ 第３４項第６号又は 定年前再任用短時間 決定の効 廃棄

２０号（期 第３９項ただし書の 勤務職員等であった 力が失わ

末手当及び 協議に関する文書 期間における期末手 れる日に

勤勉手当の 当に係る在職期間及 係る特定

支給につい び勤勉手当に係る勤 日以後５

て） 務期間の計算につい 年

ての協議の文書

勤勉手当に係る人員

分布率の別段の取扱

いについての協議の

文書

これらの協議に対す

る回答の文書

第４１項の報告の文 指定職俸給表の適用 ３年

書 を受ける職員の勤勉

手当の額の総額につ

いて別段の取扱いを

する場合の報告の文

書

給実甲第１ 給与法第１１条の 併任官職に係る地域 通知する 廃棄

０ １ ９ 号 ３、第１１条の４、 手当の支給の有無の 日に係る

（地域手当 第１１条の６及び第 通知の文書の写し 特定日以

の運用につ １１条の７関係第２ 後５年



いて） 項（給与法第１１条

の７第１項関係第１

項及び給与法第１１

条の７第２項関係第

１項においてその例

に よ る 場 合 を 含

む。）の通知の文書

の写し

規則９―４９第１１ 地域手当の異動保障 決定の効

条関係、規則９―４ が支給される職員と 力が失わ

９第１２条関係、規 の権衡上必要がある れる日に

則９―４９第１３条 と認められる場合等 係る特定

関係第３項、規則９ についての協議の文 日以後５

―４９第１４条関係 書 年

又は規則９―４９第 地域手当の取扱い等

１７条関係の協議に についての協議の文

関する文書 書

これらの協議に対す

る回答の文書

給実甲第３ 給与法第１３条の２ 併任官職に係る特地 通知する 廃棄

５１号（特 関係第２項（給与法 勤務手当の支給の有 日に係る

地勤務手当 第１４条関係第１項 無の通知の文書の写 特定日以

等の運用に においてその例によ し 後５年

ついて） る場合を含む。）の 併任官職に係る特地

通知の文書の写し 勤務手当に準ずる手

当の支給の有無の通



知の文書の写し

規則第９条関係第１ 特地勤務手当及び特 支給しな

項の特地勤務手当及 地勤務手当に準ずる くなる日

び特地勤務手当に準 手当支給調書 に係る特

ずる手当支給調書 定日以後

５年

給与法第１４条関係 特地勤務手当に準ず 決定の効

第４項、規則第５条 る手当を３年を超え 力が失わ

関係又はその他の事 て支給する必要があ れる日に

項の協議に関する文 ると認められる者に 係る特定

書 ついての協議の文書 日以後５

特地勤務手当に準ず 年

る手当を支給される

職員との権衡上必要

があると認められる

場合についての協議

の文書

特地勤務手当又は特

地勤務手当に準ずる

手当の取扱い等につ

いての協議の文書

これらの協議に対す

る回答の文書

給実甲第６ 規則第８条関係第３ 単身赴任手当の認定 支給要件 廃棄

６０号（単 項の協議に関する文 についての協議の文 を具備し

身赴任手当 書 書 なくなる



の運用につ 当該協議に対する回 日に係る

いて） 答の文書 特定日以

後６年

給実甲第７ 第３項の通知の文書 併任官職に係る研究 通知する 廃棄

９７号（研 の写し 員調整手当の支給の 日に係る

究員調整手 有無の通知の文書の 特定日以

当の運用に 写し 後５年

ついて）

給実甲第１ 給与法第１１条の８ 併任官職に係る広域 通知する 廃棄

０ ３ ３ 号 関係第４項（同条関 異動手当の支給の有 日に係る

（広域異動 係第５項においてそ 無の通知の文書の写 特定日以

手当の運用 の例による場合を含 し 後５年

について） む。）の通知の文書

の写し

規則第９条関係第１ 広域異動手当支給調 支給しな

項の広域異動手当支 書 くなる日

給調書 に係る特

定日以後

５年

規則第９条関係第４ 広域異動手当の取扱 決定の効

項の協議に関する文 い等についての協議 力が失わ

書 の文書 れる日に

当該協議に対する回 係る特定

答の文書 日以後５

年

給実甲第１ 第２項の通知の文書 併任官職に係る本府 通知する 廃棄



０ ７ ８ 号 の写し 省業務調整手当の支 日に係る

（本府省業 給の有無の通知の文 特定日以

務調整手当 書の写し 後５年

の運用につ

いて）

給実甲第１ 規則第３条関係第１ 令和５年旧国家公務 ５年 廃棄

２ ９ ５ 号 項第２号若しくは第 員法において定年年

（給与法附 ３項第２号、規則第 齢が６２歳又は６３

則第８項の ５条関係第１項第２ 歳とされていた職員

規定による 号又は規則第７条関 に相当する職員の承

俸給月額の 係第２項の承認に関 認の文書

運用につい する文書 給与法附則第８項の

て） 規定の適用を受けな

い職員の承認の文書

これらの承認の申請

の文書

その他の事項第２項 職員が給与法附則第

の報告の文書 ８項の規定の適用を

受けないこととなっ

た場合の報告の文書

給実甲第１ その他の事項第２項 給与法附則第１０ １０年 廃棄

２ ９ ６ 号 の調書等 項、第１２項又は第

（人事院規 １３項の規定による

則９―１４ 俸給の額の算定に係

８（給与法 る調書

附則第１０ 第４条関係第２項か 給与法附則第１０ ５年



項、第１２ ら第４項まで、第６ 項、第１２項又は第

項又は第１ 条関係第２項から第 １３項の規定による

３項の規定 ４項まで、第７条関 俸給に係る承認の文

に よ る 俸 係第１項第２号若し 書

給）の運用 くは第２項第２号、 当該承認の申請の文

について） 第８条関係第１項第 書

２号若しくは第２項

第２号、第９条関係

第２項若しくは第３

項、第１０条関係第

１項若しくは第２項

又は第１１条関係第

１項から第３項まで

の承認に関する文書

その他の事項第１項 給与法附則第１０ 通知する

の通知書等の写し 項、第１２項又は第 日に係る

１３項の規定による 特定日以

俸給の額の通知の文 後５年

書の写し

給実甲第１ 規則第８条関係第１ 在宅勤務等手当支給 支給しな 廃棄

３ １ ９ 号 項の在宅勤務等手当 調書 くなる日

（在宅勤務 支給調書 に係る特

等手当の運 定日以後

用 に つ い ５年

て）

人事院規則 第２６条の２関係第 特別健康管理手帳 ４０年 廃棄



１ ０ ― ４ ２項⑶の申出の文書 （石綿）の交付の申

（職員の保 （石綿製造等（人事 請に係る職員の申出

健及び安全 院規則１０―４（職 の文書

保持）の運 員の保健及び安全保

用について 持）別表第４の２第

（昭和６２ ６号に規定する業務

年１２月２ を い う 。 以 下 同

５日職福― じ。）に係るものに

６９１） 限る。）

第２６条の２関係第 特別健康管理手帳 ３０年

２項⑶の申出の文書 （ベンジジン等）の

（石綿製造等又は粉 交付の申請に係る職

じん作業（人事院規 員の申出の文書

則１０―４別表第４ 特別健康管理手帳

の２第３号に規定す （ビス（クロロメチ

る業務をいう。以下 ル）エーテル）の交

同じ。）に係るもの 付の申請に係る職員

を除く。） の申出の文書

特別健康管理手帳

（ベリリウム）の交

付の申請に係る職員

の申出の文書

特別健康管理手帳

（１・２―ジクロロ

プロパン）の交付の

申請に係る職員の申



出の文書

特別健康管理手帳

（オルト―トルイジ

ン）の交付の申請に

係る職員の申出の文

書

特別健康管理手帳

（３・３′―ジクロ

ロ―４・４′―ジア

ミノジフェニルメタ

ン）の交付の申請に

係る職員の申出の文

書

第２６条の２関係第 特別健康管理手帳 ７年

２項⑶の申出の文書 （粉じん）の交付の

（粉じん作業に係る 申請に係る職員の申

ものに限る。） 出の文書

第２２条の４関係第 ストレスチェックを ５年

６項の記録の文書 行った医師等が作成

した結果の記録の文

書

第２２条の４関係第 ストレスチェックの

７項の分析の文書 結果に係る分析の文

書

第２２条関係第１項 健康診断における検 ３年

の検査について記載 査に代える検査につ



した書面 いて記載した書面

第２２条関係第１項 健康診断における検

の検査資料 査に代える検査の結

果を示す資料

第２２条関係第１項 健康診断における検

又は第２項の意見の 査の省略に係る健康

文書 管理医の意見の文書

第２６条関係第３項 健康管理手帳所有職

⑸の届出の文書 員に氏名の変更等が

生じた場合の届出の

文書

第２６条関係第３項 健康管理手帳再交付

⑹の申請の文書 申請書

第２３条関係第２項 指導区分の決定を受 指導区分

の申出の文書 けた者又はその家族 が変更さ

による指導区分の変 れる日に

更に係る申出の文書 係る特定

第２３条関係第２項 指導区分の決定を受 日以後３

の意見の文書 けた者の職場の上司 年

又は同僚による指導

区分の変更に係る意

見の文書

第２４条関係第２項 指導区分の決定又は 就業禁止

の意見の文書 変更を受けた職員の 期間の末

就業禁止に係る健康 日の翌日

管理医の意見の文書 に係る特



定日以後

３年

人事院規則 第７条関係第１項の 船員の就業禁止に係 就業禁止 廃棄

１ ０ ― ８ 意見の文書 る健康管理医の意見 期間の末

（船員であ の文書 日の翌日

る職員に係 に係る特

る保健及び 定日以後

安全保持の ３年

特例）の運

用について

（昭和５５

年１月１０

日 職 福 ―

３）

人事院規則 第５条関係第１項の 留学費用の償還に関 留学費用 廃棄

１０―１２ 説明の文書の写し する制度及びその留 が償還さ

（職員の留 （留学費用を償還し 学のために支出する れる日に

学費用の償 なければならない者 予定である留学費用 係る特定

還）の運用 に 係 る も の に 限 についての説明の文 日以後５

に つ い て る。） 書の写し 年

（平成１８ 第２条関係第２項の 留学の内容を変更す ３年

年６月１４ 報告の文書 る場合等の報告の文

日人研調― 書

９２７） 第５条関係第１項の 留学費用の償還に関 留学費用

説明の文書の写し する制度及びその留 の償還を

（留学費用を償還し 学のために支出する 要しない



なければならない者 予定である留学費用 こととな

に 係 る も の を 除 についての説明の文 る日に係

く。） 書の写し る特定日

以後３年

人事院規則 第４条関係の報告の 放射線障害が生ずる ５年 廃棄

１０―１３ 文書 おそれのある除染等

（東日本大 関連業務従事者があ

震災により る場合の報告の文書

生じた放射 放射線障害が生ずる

性物質によ おそれのある特定線

り汚染され 量下業務従事者があ

た土壌等の る場合の報告の文書

除染等のた

めの業務等

に係る職員

の放射線障

害の防止）

の運用につ

いて（平成

２３年１２

月２８日職

職 ― ４ １

４）

人事院規則 第３条関係第２項の 国際事情の調査等の 指定が解 廃棄

１ １ ― ４ 指定に関する文書 業務又は国際約束等 除される

（職員の身 に基づく国際的な貢 日に係る



分保障）の 献に資する業務の指 特定日以

運用につい 定の文書 後３年

て（昭和５ 当該指定の申請の文

４年１２月 書

２８日任企

―５４８）

人事院規則 第７条関係第３項の 職員を降給させる場 １年 廃棄

１１―１０ 通知の文書 合の任命権者への通

（職員の降 知の文書

給）の運用

に つ い て

（平成２１

年３月１８

日給２―２

６）

管理監督職 第２の第５項の報告 異動期間が延長され ３年 廃棄

勤務上限年 の文書 た管理監督職に組織

齢による降 の変更等があった場

任等の運用 合の報告の文書

に つ い て

（令和４年

２月１８日

給 生 ― １

６）

職員の勤務 第３の第８項、第４ 人事院との協議をし ３年 廃棄

時間、休日 の第５項又は第１９ て定めたフレックス



及び休暇の の第２項の報告の文 タイム制の基準に係

運用につい 書 る別段の定めによる

て（平成６ 必要がなくなった場

年７月２７ 合の報告の文書

日職職―３ 交替制等勤務職員の

２８） 勤務時間等の特例に

よる必要がなくなっ

た場合の報告の文書

週休日、勤務時間を

割り振らない日、勤

務時間の割振り、週

休日の振替等、休憩

時間、休息時間、宿

日直勤務、超勤代休

時間の指定又は代休

日の指定についての

別段の定めによる必

要がなくなった場合

の報告の文書

第４の第３項の協議 人事院と協議した交

に関する文書 替制等勤務職員の勤

務時間等の特例の変

更についての協議の

文書

当該協議に対する回

答の文書



第６の第３項の申出 休憩時間変更事由届

の文書

第１０の第１６項の 上限時間等を超えて

記録の文書 命ぜられた超過勤務

に係る要因の整理、

分析及び検証の文書

第１５の第２項（第 介護休暇を承認した

１６の第３項におい 場合等の俸給の支給

て準用する場合を含 義務者への通知の文

む。）の通知の文書 書

介護時間を承認した

場合等の俸給の支給

義務者への通知の文

書

第１７の第２項の計 年次休暇及び夏季休

画表 暇使用計画表

第１７の第５項の計 ボランティア活動計

画を明らかにする書 画書

類

第１７の第６項の要 要介護者の状態等申

介護者に関する事項 出書

及び要介護者の状態

を明らかにする書類

第３の第１４項の申 勤務時間の割振りに 申出及び



出及び判断に関する ついて配慮を必要と 判断又は

文書 する者であることの 周知に係

職員からの申出の文 る勤務時

書 間の割振

当該職員を診断した り又は週

医師の意見書 休日及び

勤務時間の割振りに 勤務時間

ついて配慮を必要と の割振り

する者であるかどう によらな

かの健康管理医の判 くなる日

断に関する文書 に係る特

第３の第１５項の周 フレックスタイム制 定日以後

知の文書の写し の基準に関する周知 ３年

の文書の写し

第４の第４項の報告 交替制等勤務職員の 協議を行

の文書 勤務時間等の特例を うことな

人事院との協議を行 く定めた

うことなく定めた場 週休日及

合の報告の文書 び勤務時

間の割振

りについ

ての定め

によらな

くなる日

に係る特

定日以後



３年

第５の第７項ただし 週休日の振替等に関 あらかじ

書の周知の文書の写 する基準の周知の文 め定めた

し 書の写し 基準によ

らなくな

る日に係

る特定日

以後３年

第１０の第７項の報 超過勤務を命ずる時 報告に係

告の文書 間及び月数の上限に る期間に

係る１年の起算日を よらなく

４月以外の月の初日 なる日に

とする場合の報告の 係る特定

文書 日以後３

年

第８の⑵アの施設外 施設外勤務を行う時 施設外勤

勤務予定時間に係る 間の取決めに関する 務の行わ

取決めに関する文書 文書 れる日に

係る特定

日以後３

年

第１０の第１１項の 他律的部署の範囲の 周知に係

周知の文書の写し 周知の文書の写し る部署が

他律的部

署でなく

なる日に



係る特定

日以後３

年

第１８の第４項の休 異動後の各省各庁の １年

暇 簿 （ 写 し を 含 長に送付された休暇

む。） 簿

人事院規則 第２条関係第１項の 非常勤職員の勤務時 ３年 廃棄

１５―１５ 通知の文書の写し 間の内容の通知の文

（非常勤職 書の写し

員の勤務時

間 及 び 休

暇）の運用

に つ い て

（平成６年

７月２７日

職職―３２

９）

人事院規則 第４条関係第２項の 専従許可を取り消す 通知する 廃棄

１ ７ ― ２ 有効期間が満了した 旨又は有効期間が満 日に係る

（職員団体 旨等を記載した文書 了した旨を記載した 特定日以

のための職 の写し 文書の写し 後３年

員の行為）

の運用につ

いて（昭和

４３年１１

月６日職組



―９６１）

国際機関等 規則１８―０関係第 派遣職員の給与の支 派遣が終 廃棄

に派遣され ７条関係第３項の届 払を受ける者の届出 了する日

る一般職の 出の文書 の文書 に係る特

国家公務員 定日以後

の処遇等に １年

関する法律

および人事

院規則１８

―０（職員

の国際機関

等 へ の 派

遣）の運用

に つ い て

（昭和４５

年１２月２

５日任企―

８８７）

給実甲第４ 第１の第３項又は第 行政職俸給表㈠以外 ５年 廃棄

４４号（派 ２の第６項の協議に の俸給表の適用を受

遣職員の給 関する文書 ける日本国外に在勤

与の支給割 する派遣職員の派遣

合の決定等 期間中の給与の支給

について） 割合を決定する基準

についての協議の文

書



当該基準が定められ

るまでの間における

支給についての協議

の文書

通達の規定によるこ

とができない場合又

は通達の規定による

ことが著しく不適当

であると認められる

場合の派遣職員の給

与の支給割合の決定

等についての協議の

文書

これらの協議に対す

る回答の文書

育児休業等 第１０の第２項又は 育児短時間勤務等の ３年 廃棄

の運用につ 第１１の第２項の通 内容の通知の文書の

いて（平成 知の文書の写し 写し

４年１月１ 任期付短時間勤務職

７日職福― 員の勤務の形態の通

２０） 知の文書の写し

第１３の第４項の通 育児時間を承認した

知の文書 場合等の俸給の支給

義務者への通知の文

書

第１の第１０項又は 任期を定めて採用さ 任期を定



第１１項の承諾の文 れること及びその任 めた任用

書 期に係る任期付職員 が終了す

となる者の承諾の文 る日に係

書 る特定日

任期を定めて任用さ 以後３年

れること及びその任

期に係る任期付短時

間勤務職員となる者

の承諾の文書

任期付研究 任期付研究員法第６ 職員の号俸を２号俸 ５年 廃棄

員の採用、 条第３項及び第４項 以上の号俸に決定し

給与及び勤 並びに規則第６条関 た場合の第１号任期

務時間の特 係第３項の報告の文 付研究員の選考採用

例の運用に 書 等実施状況報告書

ついて（平 職員の号俸を３号俸

成９年６月 に決定した場合の第

４日任企― ２号任期付研究員の

１４９） 選考採用等実施状況

報告書

任期付研究員法第６ 任期付研究員業績手 任期を定

条第５項及び規則第 当支給状況報告書 めた任用

８条関係第３項の報 が終了す

告の文書 る日に係

る特定日

以後５年

任期付研究員法第３ 採用について人事院 任期を定



条第２項及び第４条 の承認があったもの めた任用

第１項関係第３項又 として取り扱った場 が終了す

は任期付研究員法第 合の第１号任期付研 る日に係

３条第３項及び第４ 究員の選考採用等実 る特定日

条第２項関係第７項 施状況報告書 以後３年

の報告の文書 職員を採用した場合

の第２号任期付研究

員の選考採用等実施

状況報告書

規則第４条関係の状 人事院規則２０―０

況報告書 第４条の規定による

異動の状況報告書

規則第９条関係第２ 第１号任期付研究員

項の報告の文書 を裁量業務に従事さ

せた場合の報告の文

書

国と民間企 規則第４０条関係た 交流派遣後職務に復 ５年 廃棄

業との間の だし書の協議に関す 帰した職員の昇格の

人事交流の る文書 別段の取扱いに係る

運用につい 俸給関係審査協議書

て（平成２ 当該俸給関係審査協

６年５月２ 議書に対する回答の

９日人企― 文書

６６０）

官民人事交流法第８ 交流派遣の期間の延 人事交流

条関係第３項の交流 長について人事院の が終了す



派遣の期間の延長に 承認があったものと る日に係

係る事項を記載した して取り扱った場合 る特定日

書類 の報告書 以後３年

官民人事交流法第１ 交流採用に係る任期

９条関係第３項の任 の更新について人事

期の更新に係る事項 院の承認があったも

を記載した書類 のとして取り扱った

場合の報告書

規則第３４条関係第 交流派遣の実施に関

３項及び規則第４４ する計画の変更につ

条関係第３項の計画 いて人事院の認定が

の変更に係る事項を あったものとして取

記載した書類 り扱った場合の報告

書

交流採用の実施に関

する計画の変更につ

いて人事院の認定が

あったものとして取

り扱った場合の報告

書

規則第３４条関係第 交流派遣の実施に関

４項及び規則第４４ する計画の変更に係

条関係第４項の同意 る交流派遣職員の同

の文書の写し 意の文書の写し

交流採用の任期の更

新に係る交流採用職



員の同意の文書の写

し

任期付職員 任期付職員法第７条 特定任期付職員の任 ５年 廃棄

の採用及び 第２項及び第３項並 期の中途において新

給与の特例 びに規則第６条関係 たにその者の号俸を

の運用につ 第３項の報告の文書 決定した場合の報告

いて（平成 の文書

１２年１１ 任期付職員法第３条 任期付職員の採用、 任期を定

月２７日任 及び規則第２条関係 任期の更新又は他の めた任用

企 ― ５ ９ 第５項若しくは第８ 官職への任用につい が終了す

０） 項、任期付職員法第 て人事院の承認が る日に係

４条第１項及び第５ あったものとして取 る特定日

条第１項関係第４項 り扱った場合の実施 以後３年

又は任期付職員法第 状況報告書

６条関係第３項の実

施状況報告書

任期付職員法第３条 任期を定めて採用さ

及び規則第２条関係 れること及びその任

第１０項の承諾の文 期に係る任期付職員

書 となる者の承諾の文

書

検察官その 規則第１３条関係第 第１１条派遣職員に ５年 廃棄

他の職員の ２項又は規則第１４ 係る派遣前給与の年

法科大学院 条関係ただし書の協 額の算定についての

への派遣の 議に関する文書 協議の文書

運用につい 第１１条派遣職員に



て（平成１ 係る職務復帰後の昇

５年１０月 格の別段の取扱いに

１日人企― ついての協議の文書

８２５） これらの協議に対す

る回答の文書

配偶者同行 第２の第８項の届出 配偶者同行休業の期 配偶者同 廃棄

休業の運用 の文書 間中に配偶者の職業 行休業が

に つ い て 等に変更を生じるこ 終了する

（平成２６ ととなった場合の届 日の翌日

年２月１３ 出の文書 に係る特

日職職―４ 定日以後

０） ３年

第５の第１項の承諾 任期を定めて採用さ 任期を定

の文書 れること及びその任 めた任用

期に係る任期付職員 が終了す

となる者の承諾の文 る日に係

書 る特定日

以後３年

職員の公益 規則第１０条関係第 福島相双復興推進機 ５年 廃棄

社団法人福 １項又は規則第１１ 構に派遣された職員

島相双復興 条関係ただし書の協 に係る派遣前給与の

推進機構へ 議に関する文書 年額の算定について

の派遣の運 の協議の文書

用について 当該協議に対する回

（平成２９ 答の文書

年５月１９ 福島相双復興推進機



日人企―４ 構に派遣された職員

９６） に係る職務復帰後の

昇格の別段の取扱い

に係る俸給関係審査

協議書

当該俸給関係審査協

議書に対する回答の

文書

職員の令和 規則第１０条関係第 国際博覧会協会に派 ５年 廃棄

七年国際博 １項又は規則第１１ 遣された職員に係る

覧会特措法 条関係ただし書の協 派遣前給与の年額の

第１４条第 議に関する文書 算定についての協議

１項の規定 の文書

により指定 当該協議に対する回

された博覧 答の文書

会協会への 国際博覧会協会に派

派遣の運用 遣された職員に係る

に つ い て 職務復帰後の昇格の

（令和元年 別段の取扱いに係る

５月２３日 俸給関係審査協議書

人 企 ― ６ 当該俸給関係審査協

０） 議書に対する回答の

文書

職員の公益 規則第１０条関係第 福島イノベーショ ５年 廃棄

財団法人福 １項又は規則第１１ ン・コースト構想推

島イノベー 条関係ただし書の協 進機構に派遣された



シ ョ ン ・ 議に関する文書 職員に係る派遣前給

コースト構 与の年額の算定につ

想推進機構 いての協議の文書

への派遣の 当該協議に対する回

運用につい 答の文書

て（令和２ 福島イノベーショ

年６月１２ ン・コースト構想推

日人企―５ 進機構に派遣された

９７） 職員に係る職務復帰

後の昇格の別段の取

扱いに係る俸給関係

審査協議書

当該俸給関係審査協

議書に対する回答の

文書

職員の令和 規則第１０条関係第 国際園芸博覧会協会 ５年 廃棄

九年国際園 １項又は規則第１１ に派遣された職員に

芸博覧会特 条関係ただし書の協 係る派遣前給与の年

措法第２条 議に関する文書 額の算定についての

第１項の規 協議の文書

定により指 当該協議に対する回

定された国 答の文書

際園芸博覧 国際園芸博覧会協会

会協会への に派遣された職員に

派遣の運用 係る職務復帰後の昇

に つ い て 格の別段の取扱いに



（令和４年 係る俸給関係審査協

６月２４日 議書

人企―７９ 当該俸給関係審査協

１） 議書に対する回答の

文書

備考

⑴ 人事管理文書の区分の欄に掲げる文書には、図画及び電磁的記録（電子

的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方

式で作られた記録をいう。）並びに添付されたものを含むものとする。

⑵ 人事管理文書の区分の欄の「承認に関する文書」、「協議に関する文

書」、「指定に関する文書」又は「認定に関する文書」とは、それぞれ承

認の文書及び当該承認の申請の文書、協議の文書及び当該協議に対する回

答の文書、指定の文書及び当該指定の申請の文書又は認定の文書及び当該

認定の申請の文書をいう。

⑶ 保存期間の欄の「特定日」とは、規則第３条第３項の保存期間が確定す

ることとなる日の属する年度の翌年度の４月１日（当該確定することとな

る日から１年以内の日であって、４月１日以外の日を特定日とすることが

人事管理文書の適切な管理に資すると行政機関等（規則第３条第１項に規

定する行政機関等をいう。）の長が認める場合にあっては、その日）をい

う。

⑷ 人事管理文書の例の欄は例示である。

⑸ この表に掲げる人事院事務総長通知の規定の例によるものとされ、又は

例に準ずるものとされている場合に係る人事管理文書については、同表の

規定の例による。


